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　９月１２日から１９日にかけて町内保育所で運動

会が開催されました。

　１２日に開催された門別わかば保育所運動会で

は、時折小雨の降る中、徒競走や親子競技、借りも

の競走など元気よく頑張る子ども達に大きな歓

声が飛んでいました。

　終了後には、頑張ったご褒美にメダルと景品を

もらいとても嬉しそうな表情の子どもたちでし

た。

みんなで元気よくがんばりました！
町内保育所で運動会開催！

　８月２３日、平取町で開催された第４６回全道ママ

さんバレーボール大会予選で「門別はまなす」が

優勝し、全道大会への出場を決めました。

　９月８日には、同チームのメンバーが役場を訪

れ、１０月に札幌市で開催される全道大会出場決定

を報告し、大会での健闘を誓いました。

門別はまなす優勝！全道大会へ！
第４６回全道ママさんバレーボール大会予選

　町内の４地区で、長寿を祝い敬老会が開催され

ました。

　参加対象となった７５歳以上の総数は１，９７７名。

最高齢の１０３歳を筆頭に１００歳以上が８名。

　１３日に開催された厚賀地区敬老会では、社交ダ

ンス、フラダンス、くじ引きなどたくさんのアト

ラクションが行われ、会場は終始なごやかな雰囲

気で、参加者の皆さんの会話も弾んでいました。

長寿を祝い敬老会開催
日高、富川、本町、厚賀の４地区

　９月１５日の「老人の日」記念行事として、今年度

中に１００歳を迎える長寿者へ内閣総理大臣より祝

状と記念品（銀杯）が贈られました。

　９月１６日には松尾はなさんへ、ご家族が見守る

中、三輪町長より祝状と記念品の伝達が行われま

した。

　日高管内の対象者は２５名で、うち日高町は２名

が対象となりました。

　対象者は、友杉サタさん、松尾はなさん。

内閣総理大臣より祝状と記念品を贈呈
今年度中に１００歳を迎える長寿者へ

１１
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　９月１９日から３日間にわたって札幌市の太陽

少年野球場で開催された「太陽グループ杯争奪第

２２回全道少年軟式野球選抜大会」に出場しました。

　準決勝では惜敗したものの、３投手の継投と５

年生を中心としたチームワークで戦い、創団依頼

初の全道大会３位という戦績を収めました。

１回戦　ＶＳ中春別ジュニアホークス(根室支部)　 ７－０

２回戦　ＶＳ北光ファイターズ(胆振支部)　　　　 ３－２

準決勝　ＶＳ滝川少年野球倶楽部(空知支部)　　　 ０－２

躍動 第３位！　富川野球スポーツ少年団
太陽グループ杯争奪第２２回全道少年軟式野球選抜大会

　９月１９日から２１日にかけて、日高国際スキー場

周辺特設コースでオフロードバイクの大会「日高

スリーデイズエンデューロ」が開催されました。

　エンデューロは区間ごとに設定されたタイム

を目指し、林道や川、公道も含めたコースを走る

競技で、これまでは２日間の開催でしたが、今大

会より来年度開催される国際大会の日本代表選

考レースの一つとなり３日間開催となりました。

　全国各地から約１５０名のライダーがエントリー

し、クラス別に全長約５０キロから７０キロのコース

を疾走しました。

全国から約１５０名のライダーが集結！
日高スリーデイズエンデューロ開催

　９月１７日、登建設工業株式会社様により地域貢

献活動の一環として千栄公園地周辺の環境美化

作業を行っていただきました。

　周辺の草が刈られたことにより、より公園の利

用がしやすくなりました。

環境美化作業を実施
登建設工業株式会社様による地域貢献活動

　９月１８日、日高町建設協会様（磯田茂会長）によ

り、地域貢献活動の一環として、町道富川北平賀

１６号線の歩道清掃作業を行っていただきました。

　建設協会加盟の２９社から３９名が参加してサッ

ポロドラッグストア前からＡコープルシナ店前

までの歩道に生えた雑草の除去作業を行ってい

ただき、きれいで歩きやすい快適な歩道となりま

した。

歩道の清掃作業を実施
日高町建設協会様による地域貢献活動

１１
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　１０月３日、日高町商工会で日高町ベンチャー

キッズ支援事業が開催されました。

　富川小学校、門別小学校から小学５・６年生の

子供たちが１２名集まり「商売」の仕組みを学びま

した。

　子ども達は今後１０月２５日に行われる門別し

しゃも祭りにて、実際に販売を行います。

　今回は「商売とは何か」を学び、売るものの決定

まで真剣に話し合いました。

将来に向けて商売の仕組みを考える
日高町ベンチャーキッズ支援事業開催

　消防署では、９月２９日（火）に富川二葉保育所（綿貫春彦 所長）、９月３０日（水）に富川ひばり幼稚園（池田義

人 園長）で幼児向け防火・防災教育を目的としたカードゲーム「ぼうさいダック」を実施しました。

　「ぼうさいダック」は、地震・津波・火事などの災害、挨拶やマナーといった日常の習慣について学べる

カードゲームです。子ども達は動物のイラストのポーズをまねして、危険な場面に直面したときの「最初の

第一歩（ファーストムーブ）」を身につけます。

　子ども達に「ぼうさいダック」を教えたのは、日高消防団の女性消防団員の８名で、子ども達のポーズを

覚える早さに驚きながらも、楽しく指導できました。「ぼうさいダック」を使ったクイズゲームやカルタ

ゲーム、白いシーツを火災の煙に見立て、火事の時のポーズを取りながら子ども達が煙から脱出するゲー

ムも行いました。

　消防のマスコットキャラクターの「消太君」と一緒に楽しくゲームに参加し、２日間とも笑顔いっぱいの

１日となりました。

地震の時は「ダック」のポーズ！～幼児向け防火・防災教育～

　１０月５日、沙流太ほおずき絆の会（降幡治男　

会長）と富川高校商業科３年生による食用ほおず

きの収穫作業が行われました。

　収穫時期の目安などについて説明を受けなが

ら、真剣に収穫作業を行いました。

　今後も「沙流太ほおずき絆の会」と「富川高校

生」で果実の販売やスイーツなどの商品開発を行

い、商品化を目指していきます。

食用ほおずき収穫作業
「沙流太ほおずき絆の会」と「富川高校生」による
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す
。
し
か
し
、
毎
日
歯
磨
き
を
し
て
い
て
も

正
し
く
磨
い
て
い
な
い
と
歯
磨
き
の
意
味

が
な
い
の
で
す
。

　
正
し
い
磨
き
方
の
ポ
イ
ン
ト
は

①
軽
い
力
で
小
刻
み
に
動
か
す

②
磨
く
順
番
を
決
め
る
こ
と
　
　
　
で
す
。

　
さ
ら
に
、歯
垢（
プ
ラ
ー
ク
）の
た
ま
り
や

す
い
と
こ
ろ
は
、

①
歯
と
歯
の
間

②
奥
歯
の
噛
む
面

③
歯
と
歯
肉
の
境
目

④
歯
並
び
が
悪
い
と
こ
ろ
　
　
　
　
で
す
。

　
歯
と
歯
の
間
は
デ
ン
タ
ル
フ
ロ
ス（
糸
よ

う
じ
）や
歯
間
ブ
ラ
シ
を
使
っ
て
歯
垢
を
取

り
除
き
ま
す
。こ
の
こ
と
に
気
を
つ
け
て
歯

磨
き
を
行
い
ま
し
ょ
う
！

知
っ
て
い
ま
す
か
？

　
　
　
　
　
　
　
８
０
２
０
運
動

　
８
０
２
０（
ハ
チ
マ
ル
ニ
イ
マ
ル
）運
動

と
は
１
９
８
９（
平
成
元
）年
か
ら
厚
生
省

（
当
時
）と
日
本
歯
科
医
師
会
が
推
進
し
て

はつらつ笑顔  元気な暮らし  日高町

◎日高町役場健康福祉課
　ＴＥＬ ０１４５６－２－６１８３
◎日高総合支所地域住民課
　ＴＥＬ ０１４５７－６－３１７３

健
康
が
一
番
に
ゃ

健康福祉だより

　
月
８
日
は「
い
い
歯
の
日
」

１１　
　
月
８
日
は「
い
い
歯
」の
日
と
い
わ
れ

１１
て
い
ま
す
。で
は
、「
い
い
歯
」と
は
ど
ん
な

歯
で
し
ょ
う
か
？
単
に
白
い
歯
や
き
れ
い

な
歯
並
び
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

口
や
歯
の
役
割
を
き
ち
ん
と
果
た
し
て
い

る
の
が「
い
い
歯
」で
す
。

口
と
歯
の
役
割
っ
て
？

　
口
や
歯
に
は
様
々
な
役
割
が
あ
り
ま
す

が
、ど
ん
な
役
割
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

　「
食
べ
る
」「
飲
み
込
む
」「
味
わ
う
」「
話

す
」「
呼
吸
」「
消
化
を
助
け
る
」「
顔
の
形
を
整

え
る
」「
脳
の
活
性
化
」な
ど
様
々
あ
り
ま
す
。

　
今
挙
げ
た
例
を
見
る
と
、口
は
生
命
維
持

と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。口

の
機
能
が
十
分
で
な
い
と
生
活
に
大
き
な

影
響
が
出
て
き
て
し
ま
い
ま
す
。口
や
歯
は

私
た
ち
が
生
き
て
い
く
た
め
に
な
く
て
は

な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。

口
と
歯
の
役
割
を
保
つ
に
は
？

　
一
番
大
切
な
の
は
や
っ
ぱ
り
歯
磨
き
で

い
る「
　
歳
で
　
本
以
上
自
分
の
歯
を
保
と

８０

２０

う
」と
い
う
運
動
で
す
。
歯
は
　

本
以
上

２０

残
っ
て
い
れ
ば
硬
い
も
の
で
も
ほ
ぼ
満
足

に
噛
め
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
運
動
開
始

当
初
の
達
成
率
は
７
％
程
度
で
し
た
が
、２

０
１
１（
平
成
　
）年
で
は
　
歳
前
半
で
２

２３

８０

８
.
９
％
、　
歳
後
半
以
上
で
　
％
が
達
成

８０

１７

し
て
い
る
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。み
な

さ
ん
の
歯
は
何
本
残
っ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
？

虫
歯
と
歯
周
病

　
虫
歯
と
歯
周
病
は
口
の
病
気
の
２
大
疾

患
と
い
わ
れ
て
お
り
、歯
を
失
う
原
因
の
約

　
％
を
占
め
て
い
ま
す
。年
代
別
に
見
る

７５と
、虫
歯
は
　
代
ま
で
の
若
年
層
に
多
く
、

２０

歯
周
病
は
　
代
後
半
か
ら
増
加
し
て
き
ま
す
。

３０

　
虫
歯
と
歯
周
病
は
虫
歯
菌
や
歯
周
病
菌

の
細
菌
に
よ
る
感
染
症
で
す
が
、食
生
活
や

歯
磨
き
な
ど
の
生
活
習
慣
と
も
関
係
が
深
い

た
め
、生
活
習
慣
病
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
虫
歯
は
歯
そ
の
も
の
を
壊
す
病
気
で
、
歯

周
病
は
歯
を
支
え
る
歯
肉
や
骨
を
壊
す
病

気
で
す
。ま
た
、歯
周
病
は
糖
尿
病
の
第
６

の
合
併
症
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
よ

う
に
、口
の
健
康
は
全
身
の
健
康
と
関
係
が

あ
る
の
で
す
。

　
歯
周
病
の
恐
ろ
し
い
点
は
、
初
期
・
中
期

に
は
痛
み
を
あ
ま
り
感
じ
る
こ
と
が
な
く

症
状
が
ど
ん
ど
ん
進
む
こ
と
で
す
。
 痛
み
や

腫
れ
の
症
状
が
出
て
く
る
の
は
末
期
に

な
っ
て
か
ら
で
、そ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
自

覚
症
状
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 こ
れ
が
こ
の
病
気

の
最
大
の
特
徴
で
、ま
た
一
番
恐
い
と
こ
ろ

で
す
。

歯
科
の
定
期
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

　
虫
歯
や
歯
周
病
は
症
状
が
出
て
か
ら
治

療
す
る
よ
り
も
、
年
に
１
回
の
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
の
方
が
医
療
費
も
か
か
ら
な
い
の
で
す
。

磨
き
残
し
が
あ
る
部
分
や
、正
し
い
歯
磨
き

の
方
法
も
教
え
て
く
れ
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、年
に
１
回
歯
の
健
診
を
受
け
て

「
い
い
歯
」
を
保
ち
ま
し
ょ
う
！

　
今
年
４
月
に
日
高
町
役
場
に
臨
時
歯
科

衛
生
士
の
柳
瀨
が
配
属
さ
れ
ま
し
た
。

　
歯
科
に
関
す
る
相
談
・
訪
問
等
あ
れ
ば
健

康
福
祉
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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歯と歯の間

奥歯のかみ合わせ

歯と歯ぐきの境目

歯並びが
でこぼこしている所
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　 平成２７年度

イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザ予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種種費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助助ンフルエンザ予防接種費用助成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成
　　　　　　今年度から、中学３年生までのお子さんに助成拡大します。

　　対　　象　インフルエンザワクチンを接種した以下に該当する方

　　　　　　　　Ａ　中学３年生までのお子さん

　　　　　　　　Ｂ　６５歳以上の方及び６０歳以上６５歳未満の方で心臓・じん臟・呼吸器等に関する

　　　　　　　　　　身体障害者手帳（１級）をお持ちの方

　　　　　　　　Ｃ　Ａ・Ｂ以外の方で住民税非課税世帯と生活保護世帯の方

　　助 成 額　対象Ａ　　　１回目３,０００円上限、２回目２,５００円上限

　　　　　　　対象Ｂ・Ｃ　１回目３,０００円上限

　　　　　　　※１３歳未満は２回接種となります。１回目と２回目の接種医療機関が異なる場合、自己負

　　　　　　　　担額が多くなりますので、同一医療機関で受診してください。

　　　　　　　※今年度から、ワクチンの種類が変更になることに伴い、ワクチン料金が値上げしたた　

　　　　　　　　め、２回目の助成額上限を引き上げました。（町内医療機関は、助成金額内で接種できます。）

　　助成方法 【町内の医療機関の場合】

　　　　　　　門別国保病院、日高国保診療所、鎌田病院、勤医協厚賀診療所、医療法人社団沙流都外来

　　　　　　　　対象Ａ・Ｂ・・・特に手続きはありません。

　　　　　　　　対象Ｃ・・・・・非課税世帯と生活保護世帯の方は、事前に申請すると医療機関で接

　　　　　　　　　　　　　　　   種料金を支払わずに済みます。印鑑を持って役場・各窓口で手続きし

　　　　　　　　　　　　　　　　てください。

　　　　　　　　　　　　　　　   一旦支払った場合は、接種費用領収書と接種済証、印鑑、通帳を持っ 

                                                     て役場・各窓口で手続きしてください。

　　　　　　 【町外の医療機関の場合】

　　　　　　　一旦支払った後の申請になります。

　　　　　　　接種費用領収書と接種済証、印鑑、通帳を持って役場・各窓口等で手続きしてください。

　　＊お問い合わせ＊

　　　　　日高町役場 健康福祉課 健康づくりグループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話０１４５６－２－６１８３ （直通)

　　　　　日高総合支所 地域住民課 健康・介護グループ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話０１４５７－６－３１７３　(直通)

予約など
受付

名称
時間（午後）時間（午前）曜日

予約不要
１１月４日より

１６：００～１７：００１０：３０～１１：３０月～金門別国保病院

予約不要
１１月２日より

１３：００～１７：００ ８：３０～１１：００月～金日高国保診療所

予約不要
１３：３０～１６：３０ ９：００～１１：４５月～金

鎌田病院
－ ９：００～１１：４５土

要予約

（０１４５６－５－２７１１）
－ ９：３０～１２：００水・木・金勤医協厚賀診療所

予約不要
１３：３０～１７：００
（木曜のみ ～１８：００）

 ８：４５～１２：００月・木・金

沙流都外来

予約不要－ ８：４５～１２：００水・土
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「健康づくりポイント事業」がスタート！
特定健診、後期高齢者健康診査、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頚がん、前立腺が

ん、肝炎ウィルス、骨そしょう症、エキノコックス検査、健康まつり

特定健診・がん検診等を

受けるだけで「ひだかカード」

のポイントがたまる!!

最大１事業１回３００ポイント!

（事業によって付与ポイントが変わります。）
健康招き猫　健さん

　町では、健（検）診受診率の向上と地域の経済活性化を目的

として、町が指定する健診等を受診すると、ひだかカード会が

発行する「ひだかカード」のポイントをプレゼントします。

「ひだかカード」

【対象者】

　日高町に住民票のある方（ただし、健（検）診については、生活保護世帯、町民税非課税世帯、40歳無

料健診対象者、無料クーポン券対象者、職域健診（学校共済、市町村共済など）において補助券等を利用し

ての受診者は対象外となります。）

【内　容】　

　町で実施する集団検診や各医療機関における個別健診等を受診した方に、ひだかカード会が発行する

「ひだかカード」のポイントを付与します。農協組合員の方で、人間ドックおよび巡回ドック等を受診さ

れる方も対象となります。健康まつりに来場された方には、来場ポイントを付与します。

【対象事業】

　①特定健診（国保加入者のみ） （３００ポイント）・後期高齢者健康診査、胃がん、肺がん、大腸がん、乳が

ん、子宮頚がん、前立腺がん、肝炎ウィルス、骨そしょう症、エキノコックス症検診（各 １００ポイント）

　②健康まつり（来場ポイント １００ポイント） 

【手続き】

　①町で実施する集団検診等（特定健診、各種がん検診、健康まつり）については、当日各会場でポイ

ントを付与します。健診当日「ひだかカード」をご持参ください。「ひだかカード」をお持ちでない方に

は、「ひだかカード」の新規発行手続きも行います。

　②町内または町外の医療機関で、町が委託した特定健診、各種がん検診を受診された場合は、医療機関

等が発行する領収書と明細書、住所を確認できるものを持参の上、日高町役場健康福祉課、水・くらし

サービスセンター、厚賀出張所、日高総合支所地域住民課まで手続きをお願いします。

【その他】

　・今年度のポイント付与期限は、平成２８年４月３０日までです。

　・「ひだかカード」の取扱いについては、日高町商工会（０１４５６－２－６３０１）へお問い合わせください。

　・健康づくりポイント事業は、平成２７年７月１日より開始となっていますが、今年４月１日以降に受

　けた健（検）診についても、さかのぼって対象となります。

【お問い合わせ】　ご不明な点等があれば、お気軽にお問い合わせください。

　　　　　　　　　日高町役場　健康福祉課　　電話０１４５６－２－６１８３

　　　　　　　　　日高総合支所地域住民課　　電話０１４５７－６－３１７３
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　現在、日高町から２号又は３号の支給認定を受け保育所等に入所されている児童の保護者は、平成２７

年度支給認定現況届の提出が必要となります。１２月上旬までに該当者へ届出用紙を送付いたしますの

で、必ず提出してください。なお、新年度小学校入学のため退所する児童についても、現況届の提出は必

要です。

　また、平成２８年度の保育所等の入所申込についても、上記現況届と併せて行います。現在入所中の方

で、平成２８年４月以降も継続して入所を希望される方は、上記現況届と平成２８年度保育所入所申込書を

提出してください。

　平成２８年４月以降に保育所等への新規入所を希望される方は、平成２８年度支給認定申請書（新規）と

平成２８年度保育所入所申込書を提出してください。

　上記書類の提出につきましては、必要事項を記入し押印の上、それぞれ必要となる書類を添えて、受

付（届出）期間内に窓口へ提出してください。

１　提出区分（注意：児童ごと）

（１）現在児童が入所中で、平成２８年３月で退所される方（年長組など）

　　現況届のみ提出ください。添付書類が必要です。（後日郵送する通知に記載しています。）

（２）現在児童が入所中で、平成２８年４月以降も継続して入所される方（年中組以下の児童など）

　　現況届と平成２８年度保育所入所申込書を提出してください。添付書類が必要です。（後日郵送する

　通知に記載しています。）

（３）平成２８年４月以降、新たに保育所入所を希望される方

　　平成２８年度支給認定申請書と平成２８年度保育所入所申込書を提出してください。添付書類も必要

　です。（下記の各受付窓口に書類を設置しています。提出書類入手後に、記載に添って書類を準備し、

　提出をお願いします。）

２　受付（届出）期間

　　平成２７年１２月１日（火）から平成２８年１月１５日（金）まで

　　※日高町役場開庁日の午前８時半から午後５時１５分までが受付時間です。

３　受付窓口

（１）日高町役場健康福祉課（福祉・子育て支援グループ）

（２）日高総合支所地域住民課

（３）水・くらしサービスセンター

（４）厚賀出張所

４　提出（届出）書類（児童ごと）

（１）上記１提出区分によるそれぞれの提出（届出）書類

　①平成２７年度現況届（施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届）

　②平成２８年度支給認定申請書（新規）（施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書）

　③平成２８年度保育所入所申込書

（２）上記（１）に添付する書類～共通

　①世帯で下記に該当する方（全員分必要となります。）

　　○就労：在職証明書、自営業（内職）に係る申告書

　　○妊娠、出産：母子手帳の写し（氏名・分娩日の記載されている頁）

　　○保護者の疾病：診断書

　　○同居家族の障害：障害者手帳等の写し

保育所等入所者及び入所希望者へのお知ら保育所等入所者及び入所希望者へのお知らせせ

「平成２７年度支給認定現況届」「平成２８年度支給認定申請書（新規）」

「平成２８年度保育所入所申込書」の提出について
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　　○同居又は長期入院等している親族の介護・看護：介護・看護が必要とわかる書類

　　○災害復旧：罹災証明等

　　○求職活動・起業準備：求職中であることの申立書、起業準備中であることの申立書

　　○就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）：在学証明書

　　○育児休業中：在職証明書（育児休業期間の記載されているもの）

　②平成２７年１月１日時点で日高町以外の市町村に住民登録のあった方

　　重要：保育料の算定に必要なため添付願います。（※変更等あれば最新のものを添付願います。）

　　○「平成２７年度所得課税証明書」（写しでも可）

　　　※上記のほか、平成２７年度の市町村民税のわかる書類でもかまいません。

　　○「源泉徴収票（年末調整のされているもの）」の写し、「確定申告書」の写し

　　注意：平成２８年１月１日時点で日高町以外の市町村に住民登録をされている方については、平成２８

　　　　  年７月１日までに「平成２８年度所得課税証明書」及び「源泉徴収票又は確定申告書の写し」の

　　　　  提出が必要となります。

　③在宅障害児（者）がいる世帯の方（次の該当する手帳等の写し。）

　　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金等の受

　給していることがわかる書類。

　④同一世帯の就学前児童が次の施設を利用している方（そのことがわかる書類の写し。）

　　（例：利用料の領収書、入園許可証、利用料助成認定書など）

５　その他

（１）現況届提出による変更について

　①保育時間が変更となる場合があります。

　②保育料が変更となる場合があります。

（２）平成２８年度保育所入所申込書提出に伴う利用施設の調整について

　①期間内提出者を優先としつつ、希望する保育所が定員を超える場合は、家庭の事情を考慮し、利用

　　施設を調整させていただきます。

　②提出期限後も随時保育所入所申込を受け付けますが、希望の保育所に入所できない場合があります。

　③支給認定の審査の結果、２号又は３号認定を受けられない方は、保育所に入所できません。

（３）記入、押印、書類の添付漏れがないか確認の上で提出してください。書類が整わなければ入所申込

　　を受付することはできません。（入所することができません。）

（４）支給認定申請書を提出された方には、平成２８年３月中旬に支給認定証を送付します。

保育所（町立認可保育所を除く）、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童発達支援センター、情

緒障害児短期治療施設通所部に入所または放課後等デイサービスを利用している。

「平成２７年度子育て世帯臨時特例給付金」の

申請はお済みですか？
　給付金の申請について、一般の方に児童手当現況届と併記された申請書を送付しておりますが申

請はお済みでしょうか。まだ申請がお済みでない方は、必要事項を記入し、必要書類を添付の上で

役場各窓口に申請書を提出してください。

　また、公務員の方については、平成２７年５月３１日に日高町に住民票がある方は日高町に申請が必

要となります。まだ申請がお済みでない公務員の方は、所属庁の証明印が押印された公務員用の申

請書に必要事項を記入押印し、必要書類を添付の上で役場各窓口に提出してください。

　なお、提出期限日までに申請書の提出がなければ、給付金を受けることができなくなりますの

で、ご注意願います。

【申請書提出期限】　平成２７年１２月１日（火）必着

【お問い合わせ】　日高町役場 健康福祉課 福祉・子育て支援グループ　電話 ０１４５６－２－６１８３
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　今年度、北海道では経済的な負担を軽減するため、下記の給付対象の方で申請をされた方に対して、

北海道内の取扱店でご利用頂ける商品券（5,000円分）を配布いたします。

　

＜給付対象の方＞

　平成２７年１月１日～平成２７年１２月３１日までの期間に「母子健康手帳」を交付された方で、申請

時に北海道内に居住している方

＜申請方法＞

●９月１日から１２月３０日までに母子健康手帳の交付を受ける方

　母子健康手帳交付時に「商品券交付申請書」をお渡ししますので、「申請書」に必要事項を記入し返信し

ていただくことにより、北海道から商品券が送られます。

●８月３１日までに母子健康手帳の交付を受けている方

　平成２７年１月１日から８月３１日までに母子健康手帳を交付された方は、母子健康手帳をご持参の

上、役場健康福祉課、日高総合支所地域住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所にお越しく

ださい。「商品券交付申請書」をお渡しします。申請書は平成２７年１２月３０日まで配布します。
傘 山参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参参

＜申請締め切り＞　平成２７年１２月３１日まで

＜商品券ご利用期間＞　平成２７年１０月１日～平成２８年１月３１日

このほか、詳細は特設ホームページ（http://www.heartful-premama-hkd.jp）をご覧ください。

＜お問い合わせ＞　

　　　　　日高町役場健康福祉課健康づくりグループ　　電話　０１４５６－２－６１８３

　　　　　日高総合支所地域住民課健康・介護グループ　電話　０１４６７－６－３１７３

妊産婦の方に商品券（5,000円分）を配布します！
こんにちは赤ちゃん・プレママ臨時サポート事業

ははつつららつつ笑笑顔顔 元元気気ななくくららしし
健健康康づづくくりり実実践践レレポポーートト 第第三三弾弾

　先月に引き続き、自分や家族の幸せのために「メタボ予防・改善」「健康づくり」に励んでいる住民の

方々をレポートしました。

●Ｆさん

　特定健診を受け、メタボリックシンドロームの基準に該当したFさん。栄養士が生活改善のお手伝いで

連絡した頃にはすでに生活改善に取り組まれていました。仕事柄、車移動が多く運動不足気味であること

と、食事を家でとる機会が少ないために年齢とともに体重の増えを感じていました。

　生活改善に取り組むきっかけとなったのは、プールで水中ウォーキングをしようと誘ってくれた知人がい

たからということでした。今では週３～４回通っています。食事内容の改善に取り組むのは中々難しいと感

じていますが、半月ほどプールに行けなかった時期にすぐに体重が増えたことからやっぱり行かなければ！

と、良いプレッシャーを感じて運動は続けて取り組めているようです。

　はじめは減量目的でしたが、今は体重維持のため自分のペースで続けることができています。そのほかに

も、運動をする事で心がすっきりした感じがあり、血圧にも良い影響が出ており、体力アップにつながった

という嬉しい成果を体感していました。特に階段の昇り降りで以前のからだとの違いを実感することができ

ている。と嬉しそうに話してくれました。

　みなさんへ一言　「自分のからだは自分で守る。薬と医師に頼る前に自分で努力しましょう！」
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平成２７年度「臨時福祉給付金」の申請はお済みですか？

　現在、日高町では、下記の支給要件を満たすと思われる方のいる世帯等へ「平成２７年度臨時福祉給付金」

の申請書（請求書）等を送付し、申請受付事務を行っておりますが申請手続きはお済みでしょうか。受付期

限までに申請書等を提出されない場合は、給付金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。

　なお、申請書等が送付されなかった方におかれましても、ご自分が支給対象となるのではないか（また

は、どちらか分からない）という場合は、申請書等を送付しますので日高町役場健康福祉課 福祉・子育て支

援グループ（電話：０１４５６－２－６１８３）へご連絡ください。

●日高町の申請受付期限 　　平成２７年１２月２８日まで（月）まで

　平成２７年１月１日に日高町に「住民票」のある方が対象です。

　※１月２日以降に住民になった方は、前住所の市町村へお問い合わせください。

●支給要件（給付金を受けられる方）　※次の全ての要件を満たすことが必要です。

　○平成２７年度の町民税が課税されていない方

　　※ただし、課税されている方の扶養親族（同居・別居にかかわらず）となっている場合は支給対象外となり

　　　ます。町外在住の方の扶養親族になっている場合は、町外の方が非課税であることの確認をします。

　　※１６歳未満の方が、税の申告において扶養親族とされていない場合であっても、生計を同一にする保護者

　　　がいる場合は支給対象外となります。

　○基準日（平成２７年１月１日）時点で、生活保護法の被保護者となっていない方

●申請書受付窓口 

　日高町役場健康福祉課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所、日高総合支所地域住民課

●ご注意ください 

　○支給対象になるかどうか、課税情報等につきましては、お電話ではお答えできません。

　◎担当者等になりすました「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください。

【担当窓口・お問い合わせ】

　＜給付金の申請に係るご質問やご相談については＞

　　日高町役場 健康福祉課 福祉・子育て支援グループ（電 話　０１４５６－２－６１８３）

　＜町民税の申告等については＞

　　日高町役場 税務課 課税グループ（電 話　０１４５６－２－６１８４）

家庭介護教室のお知らせ

　　　　　　　◇日　時：平成２７年１１月１１日（水）１３：３０～１５：００

　　　　　　　◇場　所：日高町立介護老人保健施設　門別愛生苑

　　　　　　　◇内　容：・介護保険制度とサービスの紹介

　　　　　   　　　　　  ・福祉用具展示、体験

　　　　　　　◇定　員：１５名　先着順

　　　　　　　◇参加費：無　料　

　　　　

　　　町内在住で介護に関心のある方を対象に介護教室を開催します。

《申し込み・お問い合わせ》門別地域包括支援センター　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話 ０１４５６－２－６７８９
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消費生活相談窓口から「注意喚起」

　先頃、日高町内で「老人ホームの入居権を優先的に購入しませんか・・・」などと、電話勧誘する悪質業

者があるようです。

　町内で建設中の老人ホームや養護施設等で「優先的に入居できる利用権の販売はありません。」

　あやしい電話勧誘や訪問販売にお気を付けください。

【お問い合わせ】
　　　　　日高町役場 産業経済課 消費生活相談窓口　電話　０１４５６－２－６１８５
　　　　　消費者ホットライン　　　　　　　　　　  電話　０５７０－０６４－３７０

年末調整について
■ 勤務先に諸控除の申請を

 　給与所得者の所得税及び復興特別所得税は、通常、事業所が行う年末調整で精算されます。

 　本年中に扶養親族などに異動があった方や、保険料（生命、地震など）を支払った方は、諸控除の

 申告書を勤務先に提出してください。

■ 年末調整事務担当者説明会

 　平成２７年分の年末調整の仕方や各種書類の記入方法の説明

　　【とき】１１月１７日（火）  １０時３０分～　　【ところ】 門別総合町民センター

　　　　　〈お問い合わせ〉　苫小牧税務署　　　　電話　０１４４－３２－３１６５

　　　　　　　　　　　　　日高町役場税務課　　電話　０１４５６－２－６１８４

ペットの飼育マナーについて

　犬や猫といったペットを飼うことは、動物の命を預かることであり、非常に大きな責任を伴うこと

です。飼い主としての責任を十分に自覚して、正しい飼い方をしましょう。

登録と狂犬病予防注射を！
 ・犬は町への登録(生涯に１回)と、狂犬病予防注

射(年１回)が義務となります。

犬を放さないで！
・放し飼いは法律で禁止されています。

・散歩は必ず引き綱などでつなぎましょう。

猫は室内飼育を！
 ・猫の放し飼いはご近所トラブルの原因です。

・野良猫の餌付けをしないでください。

フンは飼い主の責任で！
・排便(尿)のしつけをしましょう。

・屋外の排便(尿)の処理は飼い主のマナーです。

ペットに愛情を持って！絶対に捨てないで！
・ペットを捨てることは法律でも禁止されています。終生飼い続ける義務があります。

・万が一、途中で飼えなくなった場合は、新しい飼い主を責任持って探しましょう。

【お問い合わせ】

日高町役場　住民課　環境生活・アイヌ政策グループ　電話０１４５６－２－６１８２

日高総合支所　地域経済課　農林・水・環境グループ　電話０１４５７－６－２０２４
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「必ずチェック  最低賃金！  使用者も  労働者も」

北 海 道 最 低 賃 金
 　北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者
   （臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。）に適用される北海道
 　最低賃金が次のとおり改定されました。

　　　　　最 低 賃 金 額　　　　時間額　７６４円

　　　　　効力発生年月日　　平成２７年１０月８日

 　○ 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等

 　　 割増賃金は算入されません。

 　○ 最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることが

 　　 あります。

 　○ 特定の産業（「処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・

　　  デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・

　　  修理業、船体ブロック製造業」）で働く者には北海道の特定（産業別）最低賃金が

　　  適用されます。

厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署（支署）

平成２８年日高町成人式のお知らせ
　町では、社会人の仲間入りをするみなさんの前途を祝し、下記のとおり成人式を実施いたします。

　新成人の方々には直接案内状を差し上げますが、就職・進学のため転出された方でも、帰省し日高町

の成人式に出席できますので、希望される方は、ご両親またはご本人が１１月２７日（金）までに下記の申込

み先にご連絡ください。

日　時：平成２８年１月１０日（日）　１３：００～

会　場：門別総合町民センター　大集会室

該当者：平成７年４月２日から平成８年４月１日までの出生者

申込み・お問い合せ先

　　　　門別地区：教育委員会社会教育課

　　　　　　　　　ＴＥＬ：０１４５６－２－２４５１

　　　　日高地区：教育委員会生涯学習課

　　　　　　　　　ＴＥＬ：０１４５７－６－３８５８

※案内状について

　案内状は平成２７年１０月１日現在、日高町に住民登録のある方々を対象として送付いたします。

（１１月中旬頃発送予定。）
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町民の皆さんのご意見をお聞かせください
～日高町過疎地域自立促進市町村計画（平成２８年度から平成３２年度まで）（素案）について

パブリックコメント（意見公募手続き）を実施します～

　町民の皆さんから「日高町過疎地域自立促進市町村計画（平成２８年度から平成３２年度まで）（素案）」に対

する意見を募集します。提出された意見は検討し、必要に応じて市町村計画に反映します。  
 

●閲覧方法         

　①役場企画財政課、日高総合支所地域住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所で閲覧できます。

　②町ホームページで閲覧･ダウンロードできます。     

●意見を提出できる方        

　日高町に住所を有する方及び町内の事業所等に勤務されている方 

●閲覧及び意見募集期限        

　平成２７年１０月２８日（水）～１１月１４日（土）まで　　※１８日間を予定   
 

●意見の提出方法及び提出先        
　上記の閲覧場所に設置している様式に必要事項を記入し、直接持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールで役場企
画財政課、日高総合支所地域住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所まで提出してください。様式は
ホームページからもダウンロードできます。なお、提出された意見に対する回答を募集期間終了後に公表しま
す。（個別回答はしません。）        
※パブリックコメントとは、重要な政策等を立案する際に、あらかじめ案を公表し意見を募集するものです。
 

▼お問い合わせ         
　　　日高町役場企画財政課 企画・財政グループ　 電   話 ０１４５６－２－６１８１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ ０１４５６－２－５６１５ 

ホームページアドレス　http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/　メールアドレス　info@town.hidaka.hokkaido.jp
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平平成成２２８８年年度度入入学学予予定定児児童童
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平平成成２２８８年年度度入入学学予予定定児児童童
ピカピカの新１年生！

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度 新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校平成２７年度　新一年生（厚賀小学校）））））））））））））））））））））

茄 荷禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾禾
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～町民の皆さんのご意見をお聞かせください～
日高町生きる力を育む早寝早起き朝ごはん条例（素案）について

パブリックコメント（意見公募手続き）を実施します

　日高町教育委員会では、日高町の次代を担う子どもたちの健全育成のため、生活リズム・生活習慣全般を見直

すための早寝早起き朝ごはん運動を推進する「日高町生きる力を育む早寝早起き朝ごはん条例」の制定を進め

ています。

　条例素案の策定にあたっては、「条例制定検討委員会」を設置して検討を行ってきたところですが、広く町民

の皆さんからご意見をいただき、条例案の策定に反映させるため、パブリックコメント手続きを実施します。

１　条例素案の名称　　　日高町生きる力を育む早寝早起き朝ごはん条例（素案）

２　閲覧・意見募集期間　  平成２７年１０月２８日（水）～１１月２７日（金）まで

　　　　　　　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土曜日、日曜日、祝日を除く）

３　閲覧場所　　　　　　・門別地区：教育委員会社会教育課、役場住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀出

　　　　　　　　　　　　   　　　　  張所、門別図書館郷土資料館

　　　　　　　　　　　　・日高地区：教育委員会生涯学習課、日高総合支所地域住民課、日高図書館郷土資料館

　　　　　　　　　　　　・町ホームページで閲覧・ダウンロードできます。

４　意見を提出できる方　日高町に住所を有する方及び町内の事業所等に勤務されている方

５　意見提出方法　　　　上記閲覧場所に設置している様式に必要事項を記入し、直接持参、郵送、ファクシミリ及

　　　　　　　　　　　　　び電子メールで提出して下さい。直接持参する場合は、上記閲覧場所に提出ください。

　　　　　　　　　　　　意見を提出する場合の様式は任意様式でも可能ですが、その場合は氏名・住所・連絡

　　　　　　　　　　　　先を明記して下さい。

　　　　　　　　　　　　電話による意見は受け付けていません。

６　お問い合せ　　　　　〒０５５－０００４　日高町富川東６丁目３番１号　

　　　　　　　　　　　　日高町教育委員会　社会教育課　

　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ：０１４５６－２－２４５１　ＦＡＸ：０１４５６－２－２４５３

　　　　　　　　　　　　メールアドレス　syakaikyouiku@town.hidaka.hokkaido.jp

日高町生きる力を育む早寝早起き朝ごはん条例（素案）

　日高町の未来を拓き、次代を担うのは、子どもたちです。次代を担う子どもたちに必要となるのは、いかに
社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、より良く問題を解
決する能力や資質であり、自らを律しつつ、他者とも協調し、他者を思いやる心や感動する心など豊かな人間
性です。こうした資質や能力を培うためには、個々の発達の段階に応じた心と身体の健康が必要です。
　しかし、毎年実施される全国体力・運動能力・運動習慣等調査からは、北海道の子どもの体力は、国内でも
低位の水準にあります。運動習慣が少ないことやテレビの視聴時間、インターネットやゲームの使用時間が
長いことなどが、その要因として指摘され、生活習慣の改善を図ることが課題となっています。
　このため、私たちは、次代を担う子どもたちを健全に育成する役割を自覚し、それぞれの立場から共に力を
合わせ、子どもの生活習慣を改善することにより、体力の向上と心の成長を目指し、生きる力を育む取り組み
として、早寝早起き朝ごはん運動（「早寝早起き朝ごはん」国民運動をいいます。以下同じ。）を推進することを決
意し、この条例を制定します。

（目的）
第１条  この条例は、日高町の次代を担う子どもたちを健全に育成するため、早寝早起き朝ごはん運動を推進
　することにより、子どもの生活習慣を整え、もって子どもの心と身体の健康を保持増進し、たくましく生
　きる力を育むことを目的とします。

（定義）
第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めます。
（１）子ども  概ね１８歳未満の人をいいます。
（２）保護者  子どもを保護する義務を有する人をいいます。
（３）学校等  町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校をいいます。
（４）自治会等  町内に居住する人及び地域住民を構成員とし、その連携を図るために活動する団体をいいます。

（基本理念）
第３条  早寝早起き朝ごはん運動の推進は、次に掲げる事項を基本理念として取り組みます。
（１）子どもの育成は、地域社会を形成する家庭、学校等、行政及び自治会等の全てが、子どもの健全育成に
　　責務を有することを認識し、それぞれの立場からその役割に応じて子どもの育成に関わっていくととも
　　に、全ての子どもの幸せと健やかな成長を図るという共通の目的の下に相互に連携し、及び協力して行うこと。
（２）子どもの育成は、子どもの人格を尊重し、子どもが社会において保障されるべきさまざまな権利を有し
　　ていることを認識するとともに、自ら考え、判断し、行動する力、健やかで思いやりのある心、感動する
　　心、郷土を愛する心及びたくましく生きるための健康や体力を培う前向きな意欲を持つ子どもを育てる
　　ことを基本として行うこと。
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（３）子どもの育成は、日常生活における大人の行動等が子どもに大きな影響を与えることを認識し、一人ひ
　　とりが自らの行動等を省みながら、自らを律することにより行うこと。

（家庭の責務）
第４条  保護者は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの行動及び人
　格の形成に最も大きな責任を負うことを自覚し、愛情を持って子どもに接するとともに、基本的な生活習慣
　や社会的な決まりを守る意識を子どもが身に付けることができるようにしながら、子どもの健やかで豊か
　な人間性を育むよう努めます。
２　保護者は、基本理念にのっとり、テレビの視聴時間、インターネットやゲームなどの使用時間を適切に管
　理し、子どもの適切な睡眠時間を確保するなど早寝早起き朝ごはん運動を実践し、子どもの健全な生活習慣
　の確立に努めます。

（自治会等の責務）
第５条  自治会等は、基本理念にのっとり、健やかな子どもの育成に自治会等の主体的な関わりが果たす役割
　の大切さを認識し、子どもの育成のために相互に連携するとともに、地域の伝統行事等への子どもの参加に
　関する活動、ボランティア活動をはじめとする社会体験活動、スポーツ活動その他の地域における子どもの
　育成に関する活動を積極的に推進するよう努めます。
２　自治会等は、基本理念にのっとり、地域において子どもを見守り、かつ、子どもへの声かけ等を行うこと
　を通して、子どもとのかかわりを深めるよう努めるとともに、地域全体として早寝早起き朝ごはん運動を実
　践する取組を進め、子どもの健全な生活習慣の確立に資する環境の整備に努めます。

（学校等の責務）
第６条　保育所及び幼稚園は、基本理念にのっとり、早寝早起き朝ごはん運動の推進に資する取組を進めると
　ともに、家庭で培われた望ましい生活習慣を助長し、育成するよう努めます。
２　小学校及び中学校は、基本理念にのっとり、早寝早起き朝ごはん運動の推進に資する取組を進めるととも
　に、入学前までに培われた望ましい生活習慣を助長し、育成するよう努めます。
３　高等学校は、基本理念にのっとり、早寝早起き朝ごはん運動の推進に資する取組を進めるとともに、生徒
　が自主性と責任感を持ち、自らの生活を律することができるよう努めます。

（町の責務）
第７条　町は、基本理念にのっとり、家庭、地域社会及び学校等が一体となって子どもの生活習慣の健全化に
　向けて、早寝早起き朝ごはん運動を推進することができるよう必要な措置を講じます。
２　町は、早寝早起き朝ごはん運動の推進に向け、町民の理解を深めるために、積極的に広報活動に努めます。

（行動計画の策定）
第８条  町は、早寝早起き朝ごはん運動の総合的かつ計画的な推進を図るため、早寝早起き朝ごはん運動行動
　計画（以下「行動計画」という。）を定めます。
２　行動計画は、次に掲げる事項について定めます。
（１）家庭において、早寝早起き朝ごはん運動を実践するために必要な支援等に関する事項
（２）自治会等において、早寝早起き朝ごはん運動を実践するために必要な支援等に関する事項
（３）学校等において、早寝早起き朝ごはん運動を実践するために必要な支援等に関する事項
（４）早寝早起き朝ごはん運動を推進するために必要な情報の提供及び学習機会の確保等に関する事項
（５）その他早寝早起き朝ごはん運動を推進するために必要な事項

（強化期間）
第９条　早寝早起き朝ごはん運動を特に強化し取り組む期間として、日高町早寝早起き朝ごはん運動強化期
　間を、次のように定めます。

（日高町早寝早起き朝ごはん運動推進委員会）
第１０条　日高町における早寝早起き朝ごはん運動を推進するため、日高町早寝早起き朝ごはん運動推進委員
　会（以下「委員会」という。）を置きます。
２　委員会の委員は、社会教育委員が兼任します。

（委員会の任務）
第１１条　委員会は、行動計画に関する事項について審議するとともに、この条例に基づく施策を総合的に推進
　するために必要な事項について協議するものとします。

（委任）
第１２条　この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めます。
     附　則
  この条例は、平成２８年４月１日から施行します。

趣　　　旨期　間

　お盆やお正月、夏休みや冬休み中は、子どもの生活リズムが乱れがちで
す。家庭、地域、学校等が連携し、子どもたちの生活リズムを向上させる町民
運動として、「早寝早起き朝ごはん運動」に積極的に取り組みましょう。

　　　　７月から８月
　　　　　　及び
　　　　１２月から１月
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■「野菜を育てよう（収穫）」
　８月２８日、「アスク（富川）」で『野菜を育てよう（収穫）』を新光町生活館で開催しました。

　５月にジャガイモ・ニンジンを植えてから３ヶ月が経ち、２回の草むしりを経てとうとう収穫の日を迎えました。

　作物を収穫した後は、安全管理員が作ったカレーをみんなで食べ、収穫した作物を持って帰りました。

　参加者は色々な大きさや形のジャガイモを見てとても楽しんでいました。

放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放放課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後こここここここここここここここここここここどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどももももももももももももももももももももも教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教放課後こども教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアスススススススススススススススススススススククククククククククククククククククククク」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」「アスク」

■「手作りハガキ」（富川・厚賀）
　９月３日、と９月９日～１１日にかけてアスク（富川・厚賀）で「手作りハガキ」を開催しました。

　ティッシュとトイレットペーパーから紙の素を作り好きな色を付け、紙すきをしてハガキを作りました。

　完成したハガキにはおうちの人に宛てたメッセージを書き、切手を貼ったあと、各家庭へ郵送しました。

　参加者はみんなで仲良くハガキ作りを楽しんでいました。

■陶芸に挑戦
　９月４日、１８日、アスク（門別）で「陶芸に挑戦」を門別公民館で開催しました。

　逢坂法子氏を講師に招き、３日には同じ葉っぱの皿を全員で作成し、余った粘土でそれぞれ好きな物の形を

作り、１８日には作品を素焼きした物に色を付ける作業を行いました。

　粘土の固さに参加者は手こずっていたようですが、協力し合いながら作品を完成させていました。
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　９月１４日、日高自動車道工事の受注業者から構成される「どんぐりかい

ぎ」により、厚賀小学校にて横断歩道ライン引きの児童の作業体験が行わ

れました。

　説明を受けた後、参加児童約３０名が校庭に横断歩道の白線をローラー

や刷毛で塗料を塗る体験をしました。

　普段は関わることのできない、貴重な体験をすることができました。

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎぎ昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼昼休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休休みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自自分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分分たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちののののののののののののののののののののの横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横横断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道道をををををををををををををををををををををつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつつくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろううううううううううううううううううううう～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚厚賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学「どんぐりかいぎ昼休み社会実習」～自分たちの横断歩道をつくろう～in厚賀小学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校

　９月１１日、日高沙流川パークゴルフ場において本科第５回講座「パークゴルフ交流会」を１６名の参加により開

催しました。

　台風の影響で心配された天候もパークゴルフ日和となり、楽しく交流を図ることができました。パークゴル

フ終了後には参加者全員で昼食をいただきました。

沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙沙流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川川大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科科第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーークククククククククククククククククククククゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会沙流川大学本科第５回講座「パークゴルフ交流会」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

　９月２４日、門別ことぶき学園第３回本科「見学旅行（果物狩り）」が開催されました。

　４５名が参加し、壮瞥町の岩倉観光果樹園で、ぶどう・プルーンの果物狩りを体験しました。

　参加者は、たくさん実ったぶどう・プルーンから美味しそうなものを選び、旬の味を満喫していました。その後、

洞爺湖温泉に移動し、昼食や入浴、周辺の散策などを楽しみ帰路につきました。

門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門門別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別別ここここここここここここここここここここことととととととととととととととととととととぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶぶききききききききききききききききききききき学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果果物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物物狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩狩りりりりりりりりりりりりりりりりりりりりり）））））））））））））））））））））門別ことぶき学園「見学旅行（果物狩り）」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」

　９月２６日、料理研究家の正木和枝氏を招き「家庭料理講習会」が門別総合町民センターにて開催されました。

　講師より地元の野菜や食材を利用したレシピ４品を実演を交え教えていただいた後、参加者は、それぞれ班に

分かれて「モッツァレラチーズと春菊の酢味噌和え」「鶏肉ソテーのじゃがクリームソース」の２品を作りました。

その後、参加者たちは作った料理を食べながら正木氏と談笑し楽しいひとときを過ごしました。

家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家家庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭庭料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理理講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講講習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習習会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳乳業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（株株株株株株株株株株株株株株株株株株株株株）））））））））））））））））））））協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛賛家庭料理講習会（日高乳業（株）協賛））））））））））））））））））））））
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2233〈２０１５広報日高 月号〈２０１５広報日高　月号〉〉

日高国際スキー日高国際スキー場場
１１２２／／２２６６ (土)(土) １１１１時時OPEOPENN ！！ 

〔お問い合わせ〕　　日高町役場日高総合支所地域経済課　電話０１４５７－６－２０８４
　　　　　　　 　　　オープン後…日高国際スキー場　電話０１４５７－６－３６６７　まで

（オープン日はリフト利用無料サービス！）

イベント情イベント情報報
・あかりフェスティバル　　　　　  　　　　　  　　 　１／２３（土）
・北海道ジュニアスキー技術選手権 日高ブロック大会   ２／７（日）
・北日高岳大回転・シニア大回転スキー大会　　　　　   ２／１３（土）
・赤十字スキーパトロール競技大会　　　   ２／１３（土）、２／１４（日）
・ありがとうフェスティバル　　　　　　　　　　 　　３／６（日）

スキーを楽しむファミリーを応援しますスキーを楽しむファミリーを応援します！！
保護者同伴の未就学児童はリフト料金が無料です！

大人シーズン券　２０，０００円　 大人ナイター共通シーズン券　２３，０００円

　日高国際スキー場は、北海道スキーシーズンネットに加盟しています！日高国際スキー場シー

ズン券購入者は、加盟スキー場のリフト券が優待料金で購入できます。（優待内容、金額は各加盟ス

キー場により異なります。）

〈北海道スキーシーズンネット参加スキー場〉
　札幌国際スキー場／キロロスノーワールド／朝里川温泉スキー場／ニセコグランヒラフ／

　ニセコアンヌプリ国際スキー場／小樽天狗山スキー場／ニセコビレッジスキーリゾート／

　ニセコ・オールマウンテン／Fu’s snow area／SNOW CRUISE ONZE／KAMUI SKI LINKS／

　室蘭市だんパラスキー場／星野リゾートトマムスキー場／富良野スキー場／美唄国設スキー場／

　札幌藻岩山スキー場／日高国際スキー場　など

〈シーズン券販売日時および場所〉
　・１１月１７日（火）～１２月１８日（金）　日高町役場日高総合支所 地域経済課

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　土日、祝日を除く月～金　９時～１２時、１３時～１６時

　・１２月２１日（月）～営業期間中　　日高国際スキー場管理棟

　　※シーズン券の作成には、ご本人様の顔写真（概ね縦２．５ｃｍ横２ｃｍ）が必要になります。

　　　身分証明書の提示を求める場合があります。

シーズン券は、１１月１７日（火）から販売開始シーズン券は、１１月１７日（火）から販売開始！！

ナイター共通昼間（１６時まで）のみシーズン券

５，０００円３，０００円小学生

９，０００円６，０００円中・高・大学生

１１，０００円１０，０００円シニア（５５歳以上）

スポーツをする子ども・学生・シニア世代を応援しますスポーツをする子ども・学生・シニア世代を応援します！！

お知らお知らせせ
日高国際スキー場のリフト券、シーズン券は「北海道プレミアム旅行券」で購入することができます。

対象の旅行券種等は、「北海道プレミアム旅行券」公式ホームページをご覧ください。
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山菜採りの事故防止について

　秋の山菜採りのシーズンを迎えました。

　毎年、山菜採りによる事故が発生していますが、その原因の多くは、つい採ることに夢中になり、

方向を見失うケースです。

　いったん事故が起きますと、地元の人たちにも多大な迷惑をかけることになります。

　遭難などの事故を未然に防ぐため、無理な行動を控え、一人ひとりが十分に気をつけて、山菜採り

を楽しみましょう。

　安全のために、次のことに十分注意しましょう。

○ 行き先、帰宅予定時間などを、必ず家族や知人に知らせておきましょう。

○ 単独で入山することはできるだけ避けましょう。

○ 事前に目的地の天候を確認しましょう。天候の急変にも対応できるよう雨具、防寒具などの準備

　も忘れずに。

○ 道に迷ったときは、むやみに歩き回ることは危険です。体力の消耗を抑えるなど、落ち着いて慎重

　な行動をとりましょう。また、通信手段（携帯電話、無線機等）や、笛、ラジオ、非常食等を携行する

　よう心がけましょう。

○ 自然を大切にすることやゴミの持ち帰りなど、基本的なマナーを守りましょう。

　　【お問い合わせ】

　　　　　　北海道環境生活部くらし安全局文化・スポーツ課

　　　　　　　電   話 ０１１－２０４－５２０９

　　　　　　　ＦＡＸ ０１１－２３２－８６９５

労働災害の防止について

　労働者の皆様の安全と健康を確保することは、社会生活を営むうえで最も重要な課題です。

事業者の皆様は、労働安全衛生の関係法令を遵守することはもとより、積極的に労働者の安全と健康の

確保に努めなければなりません。

　しかしながら、生産活動を優先するあまり、労働者の安全と健康の確保が軽視されてはいないでしょ

うか。

　本道では、平成２６年に労働災害によって６５名の方が亡くなっています。

　今一度、作業における安全を確認するなど、労働災害防止に向けた一層の努力が求められています。

　　　　　　　　『労働災害は、あってはならないもの』

　　　　　　　　『仕事では 死なない 死なせない』

　

　家族が、働く人同士が、「安全でね」と声を掛け合い安全意識を確認し、労働災害・交通事故の大幅な減

少を目指して、一丸となって取り組みましょう。

　　【お問い合わせ】

　　　　　　北海道経済部労働政策局雇用労政課就業環境グループ

　　　　　　　　電　話　０１１－２０４－５３５４

　　　　　　　　ＵＲＬ　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/roudouanzenneiseitop.htm　
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＜お問い合わせ先＞

 　苫小牧年金事務所　 電話 ０１４４－３６－６１３５　〒０５３－８５８８　苫小牧市若草町２丁目１－１４

納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です！

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と
同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

　控除の対象となるのは、平成２７年１月から１２月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や
追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなく、配偶者やご家族（お子様等）の負担すべき国民年金保険料を支
払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。

　なお、平成２７年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整
や確定申告を行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。
　このため、平成２７年１月１日から９月３０日までの間に国民年金保険料を納付された方には、１１月上旬
に日本年金機構から「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送られますので、申告書の提出の際
には必ずこの証明書または領収証書を添付してください。（平成２７年１０月１日から１２月３１日までの間
に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年の２月上旬に送られます。）

　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる
制度です。保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。

戦没者等のご遺族の皆さまへ　第十回特別弔慰金が支給されます

○特別弔慰金の趣旨

　戦後７０周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するものです。
　第十回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年５万円に増額する
とともに、５年ごとに国債を交付することとしています。

○支給対象者

　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成２７年４月１日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」や
「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
　１　平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
　２　戦没者の子
　３　戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
　　　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順
　　　　番が入れ替わります。
　４　上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪等）
　　　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。

○支給内容　　額面２５万円、５年償還の記名国債

○請求期間　　平成２７年４月１日から平成３０年４月２日
　　　　　　　（請求期間を過ぎると第十回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意
　　　　　　　ください。）

○請求窓口　日高町役場保険年金課

※なお、平成３２年４月１日を基準日とする特別弔慰金については、平成３２年４月１日から請求受付を開
始する予定です。

請求手続など詳しくは、（日高町役場保険年金課　０１４５６－２－６５６１）までお問い合わせください。
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日高町の交通事故件数
１０件・・・・焔発生件数
  ２人・・・・焔死  者  数
１４人・・・・焔傷  者  数

２０１５年９月３０日現在

ススススススススススススススススススススススススススススススストトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッップププププププププププププププププププププププププププププププ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交交通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故故死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死死！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！
－めざせ　安全で安心な　北海道－

第１０７号

気日常の生活の中で交通安全を考え実践しましよう。

「町民一人ひとりが交通マナーを守り、

　　　　　　　　　交通事故のない社会を目指しましょう。」

  ☆冬道では、路面状況をしっかりと確認し細心の注意を☆冬道では、路面状況をしっかりと確認し細心の注意を！！
　　冬道は、じわ～っと運転、じわ～っと転がし、じわ～っと止める。

　　　　　「発進をじわ～っと、ハンドルをじわ～っと、ブレーキをじわ～っと」

  ☆冬タイヤ・冬ワイパーに交換☆冬タイヤ・冬ワイパーに交換。。
　　タイヤやワイパーを早めに冬用に交換し、スタッドレスタイヤの摩耗や劣化のチェックをしっか

　りしましょう。

      ※交換・点検の際には、スノーブラシも忘れずに積んでおきましょう。

  ☆冬道ブラックアイスバーンに注☆冬道ブラックアイスバーンに注意意
　　初冬期の早朝や夜間には気温が下がり、雨などで濡れている路面が

　凍結してアイスバーン（ブラックアイスバーン）になっていることが

　あるので、濡れた路面での急ブレーキや急ハンドル急加速は禁物です。

  ☆峠越えする場合はスピードダウ☆峠越えする場合はスピードダウンン
　　峠は、急勾配の坂道、カーブ、橋梁が多く冬道は特に危険です。また、

　凍結路面でのスリップ事故が多いことから、急発進、急ハンドル、急加

　速、急ブレーキなどの操作をしない運転を心掛けましょう。

 〈スリップ事故を防ぐために〈スリップ事故を防ぐために〉〉
　・雪や氷の溶け始めや凍り始めの時間帯に注意する。

　・急ブレーキや急ハンドルなどの急のつく運転をしないのはもちろ

　  ん、平坦な路面でも油断せず路面の変化に即応できるような運転に

　  心がける。

　・自分の運転技術や車の性能を過信しない。

  ☆冬の交通安全運☆冬の交通安全運動動

　　・実施期間　　１１月１１日（水）～２０日（金）

　　  日没が早まりますので、早めのライト点灯を！！

９月２６日
こどもみこし祭り街頭啓発

毎月１５日は道民交通安全の日
交通事故抑止７大セーフティーキャンペーン
　　　１．高齢者事故防止
　　　２．自転車運転走行ルール・マナーアップ
　　　３．シートベルト全席着用
　　　４．スピードダウン
　　　５．飲酒運転根絶
　　　６．居眠り運転防止
　　　７．デイ・ライト実践

　　◇デイ・ライトで安全運転
　　　　昼間のライト点灯に協力を！

〈昼間点灯効果〉

　　◎自らの安全意識が高まる

　　◎遠くからでも確認されやすい

　　◎ドアミラー等を通して確認されやすい

　　◎雨や曇りの日は特に目立つ

　　◎早め点灯（こまめにハイビーム）
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採用試験応募の受付期限資　格募集コース
１　採用試験の期間 
（１）　１１月２８日（土）から３０日（月） 
（２）　１２月１９日（土）及び２０日（日） 
※採用試験は、 採用試験の期間中の１日だけです。
２　合格発表日 
　　後日お知らせします。

１　第4回自衛官候補生

　　１１月２０日（金）まで

２　第５回自衛官候補生

　　１２月１８日（金）まで

１８歳～２６歳まで自衛官候補生

１　採用試験の期間 
　　平成２８年１月９日から１月１１日のうち１日

２　合格発表日は後日お知らせします
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（２）２次試験
　　 平成２８年２月４日（木）から２月７日（日）のうち１日
２　 合格発表日は後日お知らせします。
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、
全
国
一
斉
「
女

２２
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
強
化
週

間
」
で
す
。

　
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
な
ど
、
女
性
の
人
権
に

関
す
る
悩
み
ご
と
や
心
配
ご
と
に
つ

い
て
、
法
務
局
職
員
や
人
権
擁
護
委

員
が
電
話
相
談
時
間
を
延
長
し
て
対

応
し
、
解
決
に
導
き
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳
守
さ
れ

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
専
用
相
談
電
話

　
０
５
７
０

－

０
７
０

－

８
１
０

◇
相
談
時
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　
月
　
日
（
月
）
～
　
日
（
金
）

１１

１６

２０

　
　
午
前
８
時
　
分
～
午
後
７
時

３０

　
　
月
　
日
（
土
）・
　
日
（
日
）

１１

２１

２２

　
　
午
前
　
時
～
午
後
５
時

１０

Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
の
廃
船
を
お
考

Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
の
廃
船
を
お
考
ええ

の
ユ
ー
ザ
ー
の
皆
様

の
ユ
ー
ザ
ー
の
皆
様
へへ

　
北
海
道
地
区
廃
船
処
理
協
議
会

（
事
務
局
：
北
海
道
運
輸
局
）
は
、

廃
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム

の
広
報
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
廃
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
は
セ
メ
ン
ト
の
原

料
・
燃
料
と
し
て
再
利
用
さ
れ
ま
す
。

　
Ｆ
Ｒ
Ｐ
船
の
廃
船
を
お
考
え
の
方

は
左
記
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　
Ｆ
Ｒ
Ｐ
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

　
０
３－

５
５
４
２－

１
２
０
２

　
又
は
最
寄
り
の
登
録
販
売
店
（
左

記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ご
案
内
し
て

い
ま
す
。）

　http://w
w
w
.m
a
rine-jb

ia
.or.jp

献 血 の ご 案 内

　　　北海道赤十字血液センターからのお知らせです。

　　　移動献血車による日高町内の献血事業を次の日程で実施いたしますので、

　　献血にご協力ください。

　　　平成２７年度における献血事業は、１２月にも予定しています。

【お問い合わせ】日高町役場 健康福祉課 福祉・子育て支援グループ 　  電話　０１４５６－２－６１８３

　　　　　　 日高総合支所 地域住民課 総務・税務・住民グループ　電話　０１４５７－６－３１７３

（株）笹田組前　　　　　　

日高町役場本庁舎前　　　

日高町役場本庁舎前　　　

門別国保病院前　　　　　

　９：００～　９：５０

１０：５０～１２：００

１３：１５～１４：１５

１４：４５～１６：００

１１月１３日 （金）

日高分屯地前　　　　　　

日高総合支所前　　　　　

１０：００～１２：００

１３：３０～１６：００
１１月１９日 （木）

１１
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◆ 日高町社会福祉協議◆ 日高町社会福祉協議会会へへ　
　金一封 （むかわ町）◆吉田秀雄 様

　金一封 （本町東）◆河上英子 様

　金一封 （富川西）◆鉢呂和子 様

　金一封 （千栄）◆林道雄 様

　金一封 （若葉町）◆雫石節子 様

　金一封 （平賀）◆阿部喜代一 様

　金一封 （本町西）◆石崎忠蔵 様

わくわくわくわく館館 １１１１月月 の予の予定定

土金木水火月
７
開放
開放

６
うさぎさん
開放

５
開放
開放

４
キャロット☆ラム
クローバー

３
文化の日
休館日

２
開放
開放

午前
午後

１４
開放
開放

１３
開放

大きいありさん

１２
開放

トーマスの会

１１
コロン
ギャロップ

１０
子育て相談日
開放

９
開放
開放

午前
午後

２１
開放
開放

２０
ひよこさん
開放

１９
開放
開放

１８
スイミー
キャロット☆ラム

１７
子育て講座
開放

１６
開放
開放

午前
午後

２８
開放
開放

２７
きりんさん
小さいありさん

２６
開放
開放

２５
ギャロップ
コロン

２４
開放・プレママ広場
開放

２３
勤労感謝の日
休館日

午前
午後

３０
開放
開放

午前
午後

それぞれ、いただいた寄附の事業区分は次のとおりです。

▼福祉・少子化対策に関する事業　　 　　２６万４千円

▼教育・文化に関する事業　   　 　  　　１０万９千円

▼自然環境保全に関する事業 　  　　　　　　３３万円

▼産業振興及び地域振興に関する事業 １１４万３千３円

▼ホッカイドウ競馬の応援に関する事業   １０万９千円
　　　　
　　　　これまでの累計（９月末日現在）　
　　　　４，５９１件   ７０，０１７，８４９円

ふふるるささとと日日高高応応援援寄寄附附金金
 （ふるさと納税（ふるさと納税））

・わくわく広場とは一般開放のことです。

・毎週水曜日はサークル開放日です。

・プレママ広場とは、妊婦さんのための相談や講話を行っています。

・金曜日の年齢別カリキュラムは専有です。各年齢、発達段階に合った

　遊びをします。

　　「小さいありさん：寝てる子」　「大きいありさん：ハイハイ」

　　「ひよこさん：よちよち歩き」　「うさぎさん：走れる子」

　　「きりんさん：誕生日がＨ２５年３月以前の子」です。

　どこに参加したらよいのか分からない場合は、スタッフにご相談ください。

◎今月は、１０日(火)、２４日(火)が身体測定の日です。

◎１１月の子育て講座は、「おもちゃであそぼう」です。

　講師は、菊地 亮子さんです。 　開場 ９：３０～　開始 １０：００～

　先着２０組（定員になり次第締め切ります。）

　申し込みは１１月２日（月）から１４日（土）までです。

　（子育て講座は、お子さんが幼稚園に上がったお母さんも参加できます。）

◎クリスマスに向けて、１１月１６日（月）よりクリスマス制作の用意をし　

ています。フィルムケースのサンタやトナカイをはじめ、毛糸のツ　

リーや雪だるまを用意しています。わくわく広場時間内の都合の良　

い日に作りに来てください。

※１１：００・１５：００に、わらべ歌や体操、読み聞かせなどを行っています。

　お気軽にご参加ください。

※毎月第３金曜日、厚賀地区であそびの会を行っています。わらべ歌や

　体操、読み聞かせなどを行っていますので是非ご参加ください。

　　日時：１０時から１２時まで

　　場所：厚賀コミュニティセンター

　　対象：就学前の子と親

※わくわく通信、行事予定表は日高町ホームページに掲載されています。

　　「日高町ホームページ」→「くらしの情報・子育て」→「子育て　

　　支援センターわくわく館」

　　〔利用時間〕相談：９：００～１７：００

　　　　　　広場開放：１０：００～１２：００、１３：３０～１６：３０

札幌弁護士会 

ひだか弁護士相談センター
無料法律相談

【門別地区相談所での開催】※毎月第４火曜日開催予定 
　　 　１１月の相談日・・２４日（火）
□事前予約制　 ℡０１４６－４２－８３７３
□予約受付　　平日の午前１０時～午後４時
□相談時間　　午後１時３０分～午後４時００分
□相談場所　　門別公民館１階ミーティングルーム
　　　　　　　日高町門別本町２１０番地の１

【新ひだか町での開催】 

　１１月の相談日・　２日（月）・　４日（水）
　　　　　　　・　９日（月）・１１日（水）
　　　　　　　・１６日（月）・１８日（水）

　　　　　　　　・２５日（水）・３０日（月）
□事前予約制　 ℡０１４６－４２－８３７３
□予約受付　　平日の午前１０時～午後４時
□相談時間　　午後１時３０分～午後３時３０分
□相談場所　　ひだか弁護士相談センター
　　　　　　　新ひだか町静内吉野町２丁目１番４号２０１２０１５５ホッカイドウ競馬開催中ホッカイドウ競馬開催中！！

　　　

みんなで応援しようみんなで応援しよう！！　　　　　　

「グランシャリオナイター」「グランシャリオナイター」　　　

今年も全日程ナイター開催　　今年も全日程ナイター開催！！　

４／２２(水)～１１／１２(木)〔８０４／２２(水)～１１／１２(木)〔８０日日間〕間〕

１１

ご寄附ありがとうございましご寄附ありがとうございましたた
◆ 日高町へ　 

◇磯田建設スポーツ振興杯実行委員会 様
　教育振興寄附金として、１１万円を寄附いただきま
した。
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☆赤ちゃん健診
　１８日（水）　　　　　　　　富川公会堂

＊対象は、４・７・１０・１２か月の赤ちゃん

☆子育てひろば（育児相談）
　１０日（火）　　　　　　　　子育て支援センターわくわく館
　１２日（木）　　　　　　　　サン・ポッケ
　２０日（金）　　　　　　　　厚賀コミュニティセンター

☆特定健診・がん検診
　１９日（木）　　　　　　　　こもれびホール
　２５日（水）　　　　　　　　厚賀会館
　２６日（木）　　　　　　　　富川公会堂
　２７日（金）　　　　　　　　富川公会堂
　２８日（土）　　　　　　　　門別公民館
　２９日（日）　　　　　　　　門別公民館

☆乳・子宮がん検診
　  ５日（木）　　　　　　　　札幌がん検診センター

☆プレママひろば
　２４日（火）　　　　　　　　子育て支援センターわくわく館

☆予防接種

〈四種混合〉
　  ５日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所
　  ６日（金）　１３：００～１３：３０　医療法人社団沙流都外来
　  ９日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院

〈麻しん・風しん混合〉
　１０日（火）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　１６日（月）　１５：３０～１６：００　鎌田病院
　２６日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

〈BCG〉
　２５日（水）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　２６日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

〈水痘〉
　  ２日（月）　１５：３０～１６：００　門別国保病院
　  ５日（木）　１５：３０～１６：００　鎌田病院
　  ５日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

●門別地区

〈小児肺炎球菌〉〈ヒブ〉〈子宮頸がん予防〉

 ＊門別国保病院　要予約 【℡ ２－５３１１】

 ＊鎌田病院　要予約 【℡ ２－０３４０】

 ＊医療法人社団沙流都外来　要予約 【℡ ２－２７５５】

〈高齢者肺炎球菌〉

　対象の方へは、個別にお知らせしています。

●日高地区
〈小児肺炎球菌〉
　１９日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所
〈ヒブ〉
　１２日（木）　１５：００～１５：１５　日高国保診療所

〈子宮頸がん予防〉
　希望の方は、日高総合支所地域住民課【℡ ６－３１７３】
に申し込みください。

〈高齢者肺炎球菌〉
　対象の方へは、個別にお知らせしています。

保健ガイド
お子さん等の健診・予防接種のお知らせです

１１月の

平成２７年９月末現在（住民基本台帳人口）

人 の う ご き

１２，５９６人人口◆

 前年比　△２３９人・前月比　△１７人

　６，２８０人男性・

 前年比　△９３人・前月比　＋３人

　６，３１６人女性・

 前年比　△１４６人・前月比　△２０人

　６，３４８世帯世帯◆

 前年比　△３４世帯・前月比　増減なし

　１２６人外国人◆

 前年比　△３人・前月比　△２人

１１
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ととととととととととみみみみみみみみみみかかかかかかかかかかわわわわわわわわわわ児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童◆とみかわ児童館館館館館館館館館館館
　　５日(木)　キラキラちゃれんじ

　　６日(金)　スーパーじどうクラブ

　１２日(木)　ＤＶＤ上映会

　１９日(木)　カミであそぼう

　２０日(金)　ぬりえのひ

　２５日(水)　とねっこおはなし会

　２６日(木)　カレンダーづくり

　２７日(金)　かんちょうとあそぼう

　猿開館時間　９：００～１７：００

　猿休館日　　毎週日曜日、祝日

　猿お問合せ　とみかわ児童館　電話 ０１４５６－２－３０４４

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育てててててててててて支支支支支支支支支支援援援援援援援援援援セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタターーーーーーーーーー わわわわわわわわわわくくくくくくくくくくわわわわわわわわわわくくくくくくくくくく子育て支援センター　わくわく館館館館館館館館館館館
　行事予定・休館日は前々ページに掲載しています。

　※毎週水曜日は「サークル開放日」

　猿お問合せ　わくわく館　電話 ０１４５６－２－３０４８

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆門門門門門門門門門門別別別別別別別別別別図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷土土土土土土土土土土資資資資資資資資資資料料料料料料料料料料門別図書館郷土資料館館館館館館館館館館館
　猿利用案内

　＊図書館に無い本はリクエストできます。

　＊門別図書館で借りた本の返却は、日高図書館・門別

　　公民館・厚賀コミュニティセンターでもできます。

　猿開館時間　火～金　１０：００～１８：００

　　　　　　　土・日　１０：００～１７：００

　猿休館日　　毎週月曜日・３日（火）・２４日（火）・２９日(日)

　　　　※休館中の本の返却はブックポストをご利用下さい。

　猿お問合せ　門別図書館郷土資料館　

　　　　　　　電話 ０１４５６－２－３７４６

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆富富富富富富富富富富川川川川川川川川川川青青青青青青青青青青少少少少少少少少少少年年年年年年年年年年会会会会会会会会会会◆富川青少年会館館館館館館館館館館館
　２０日(金)・２７日（金）   ことぶき学園「陶芸」

　猿休館日　　毎週月曜日（２３日を除く）・４日（火）・２４日（火）

　猿お問合せ　教育委員会　電話 ０１４５６－２－２４５１

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆門門門門門門門門門門別別別別別別別別別別中中中中中中中中中中央央央央央央央央央央ススススススススススポポポポポポポポポポーーーーーーーーーーツツツツツツツツツツホホホホホホホホホホーーーーーーーーーー◆門別中央スポーツホールルルルルルルルルルル
　１５日(日)　七地区ゲートボール大会

　１９日(木)　沢地区ゲートボール大会

　２３日(月)　ことぶき学園ゲートボール大会

　猿お問合せ　教育委員会　電話 ０１４５６－２－２４５１

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆門門門門門門門門門門別別別別別別別別別別総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合町町町町町町町町町町民民民民民民民民民民セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタ門別総合町民センターーーーーーーーーーー

〈スポーツセンター〉
　　１日(日)   国民共済リーグフットサル大会

　　４日(水)～６日（金）   のびスポ器械体操教室

　　５日(木)   防災訓練

　　８日(日)　第３９回全日高中学生新人戦大会（日高町バドミントン協会）

　１０日(火)   日高町門別地区教職員互助会

　１５日(日)   日高町ＰＴＡ連合会球技大会

　２２日(日)   町内テニポン大会

　猿開館時間　９：００～２１：００

　猿休館日　　毎週月曜日（２３日を除く）・２４日（火）

　猿お問合せ　教育委員会　電話 ０１４５６－２－２４５１

〈福祉センター〉
　 １日(日)～３日（火）   文化祭

　　５日(木)   防災訓練

　　８日(日)   科学体験広場

　１４日(土)   富川ひばり幼稚園発表会

　１７日(火)   年末調整説明会

　２２日(日)   舞ダンスフェスティバル

　２４日(火)・２５日（水）   道央地区児童館連絡協議会児童厚生員等研修会

　２８日(土)   子ども料理教室

　猿開館時間　９：００～２１：００

　猿お問合せ　教育委員会　電話 ０１４５６－２－２４５１

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆門門門門門門門門門門別別別別別別別別別別中中中中中中中中中中央央央央央央央央央央パパパパパパパパパパーーーーーーーーーーククククククククククゴゴゴゴゴゴゴゴゴゴルルルルルルルルルルフフフフフフフフフフ門別中央パークゴルフ場場場場場場場場場場場
　猿お問合せ　教育委員会　電話 ０１４５６－２－２４５１

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆日日日日日日日日日日高高高高高高高高高高山山山山山山山山山山脈脈脈脈脈脈脈脈脈脈博博博博博博博博博博物物物物物物物物物物日高山脈博物館館館館館館館館館館館
　猿開館時間　１０：００～１７：００（４月～１０月）
　猿休館日　　毎週月曜日（祝日の場合は翌火曜）
　猿お問合せ　日高山脈博物館　電話 ０１４５７－６－９０３３

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆日日日日日日日日日日高高高高高高高高高高町町町町町町町町町町民民民民民民民民民民セセセセセセセセセセンンンンンンンンンンタタタタタタタタタターーーーーーーーーー・・・・・・・・・・総総総総総総総総総総合合合合合合合合合合体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育日高町民センター・総合体育館館館館館館館館館館館
　猿開館時間　９：００～２１：００（日曜日は９：００～１７：００）
　猿休館日　　毎週月曜日（祝日の場合は開館）
　猿お問合せ　教育委員会分室生涯学習課
　　　　　　　電話 ０１４５７－６－３８５８

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆日日日日日日日日日日高高高高高高高高高高図図図図図図図図図図書書書書書書書書書書館館館館館館館館館館郷郷郷郷郷郷郷郷郷郷土土土土土土土土土土資資資資資資資資資資料料料料料料料料料料日高図書館郷土資料館館館館館館館館館館館
　猿開館時間　１０：００～１７：００
　猿休館日　　毎週月曜日
　猿お問合せ　日高図書館郷土資料館

　　　　　　　電話 ０１４５７－６－２４６９

１１月の予定

第１０回日高町民親睦ゴルフ大会

　９月２０日、第１０回日高町民親睦ゴルフ大会が、平取カント
リー倶楽部で開催されました。各部門優勝者には石川実行委

員長（写真右）から優勝杯が渡されました。

　各部門の結果は次のとおりです。

　〔一般の部〕

　　【優勝】 高山秀樹　　　【準優勝】 大野幸久

　〔レディースの部〕

　　【優勝】 澤優子　　　　【準優勝】米川千恵子

　〔シニアの部〕

　　【優勝】 木村宗七　　　【準優勝】 望月宏

まままままままままままままままままままままちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちちののののののののののののののののののののの話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話話まちの話題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題題
秋風の中、華麗にナイスショット！


